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１-１．組織の概要

　１)事業所名 株式会社　サワダ

代表者氏名 代表取締役　花田 理恵

　２)所在地      本社・工場     　〒820-0073　飯塚市平恒193-2

構内下請部門 太洋ヒロセ　久山工場　〒811-2502　久山町大字山田宇塚崎1217-5

島田商会　福岡ヤード　〒811-2502　久山町大字山田字名子山2997－16

島田商会　佐賀ヤード　〒840-0214　佐賀市大和町大字川上2857－1

　３)環境管理責任者 営業事務 部長　　鮫島　豪

担当者氏名 営業事務　溝上　祥希　　　　　 

連絡先 ＴＥＬ　0948-43-3956 ＦＡＸ　0948-43-3987

Ｅメールアドレス　　mizogami@kk-sawada.co.jp

ホームページ　　　　kk-sawada.co.jp/information

　４)事業の概要 金属の加工

　・主要製品：Ｈ型鋼、鋼矢板、鉄板

　５)事業の規模 総売上額：200百万円(2021年度)

単位 本社 工場 構内下請部門 合計

従業員数 人 5 5 16 26

延床面積 ㎡ 350 2,000 —— 2,350

　６)事業年度 10月～翌年9月

　１)事業活動 金属の加工

　２)対象事業所 本社・工場（構内下請部門除く）

１-２．認証・登録の対象範囲

１．組織の概要、認証・登録の対象範囲

　今回は、本社・工場のみを対象範囲とし、構内下請部門は今後１年以内に拡大（環境への取組のみ）する予
定です。
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　■経営理念
１．私たちは周りの人の幸せと自分の幸せを追求する。

 《周りの人とは、お客様、工場内パートナー(他社を含む)、家族》

２．私たちは仕事を通して自己成長し、自分の夢を実現する。

３．私たちは確かな技術で安全と信頼を提供し、インフラ整備に貢献する。

 《インフラ整備とは、生活や産業の基盤となる公共設備を整え、充実させること》

４．私たちはありがとうの飛び交う職場にする

　■環境理念
株式会社 サワダは、社員1人1人が地球の安全と安心の未来のために、

事業活動と密接に絡んだ環境影響の改善を推進します。

　■環境行動方針
１．当社は、現在の事業活動を踏まえて重点的に環境への負荷削減に取り組みます。

　　（１）節電や自動車燃料の効率的使用により二酸化炭素排出量を削減します。

　　（２）廃棄物排出量を削減します。

　　（３）節水を推進し、水使用量を削減します。

　　（４）化学物質の適正使用・管理に努めます。

２．事業に関わる環境関連法規等を遵守します。

３．社員全員に環境経営方針を周知し、環境負荷の削減に対する意識向上に努めます。

４．当社は未来永劫成長していくにあたって環境経営の取組は必須であることから

　　環境に対する取組を定期的に検証し、継続的改善を図っていきます。

５．全社で環境経営に取り組むことで、新たな事業を展開します。

６．地域の環境維持活動への取組を推進します。

制定日　2019年9月11日

改訂日　2021年5月20日

株式会社　サワダ

代表取締役　　花田　理恵

２．環境経営方針
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基準年 単年度目標

2018年度 2019年度
（1％削減）

2020年度
（2％削減）

2021年度
（3％削減）

2022年度
（4％削減）

2018年10月～
2019年9月

2019年10月～
2020年9月

2020年10月～
2021年8月

2021年10月～
2022年9月

2022年10月～
2023年9月

1.二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 36,494 36,129 35,764 35,399 35,034

(製品出荷量当たり) ㎏‐CO₂/t 10.45 10.35 10.24 10.14 10.03

(1)電気使用量の削減 kWh 38,434 38,050 37,665 37,281 36,897

(製品出荷量当たり) kWh/t 11.01 10.90 10.79 10.68 10.57

(2)ガソリン使用量の削減 L 5,869 5,810 5,751 5,693 5,634

(製品出荷量当たり) L/t 1.68 1.66 1.65 1.63 1.61

(3)軽油使用量の削減 L 1,324 1,311 1,298 1,284 1,271

(製品出荷量当たり) L/t 0.38 0.375 0.372 0.368 0.364

2.廃棄物排出量の削減

(1)一般廃棄物(可燃ゴミ)排出量の削減 kg 162.0 160.4 158.8 157.1 155.5

(可燃ゴミ)

(2)鉄スクラップ量の削減
(製品歩留まりの向上)

t 61.4 ― ― 59.6 58.9

(製品出荷量当たり) t/t 0.018 ― ― 0.017 0.017

3.水使用量の削減 m³ 79.0 78.2 77.4 76.6 75.8

4.化学物質使用量の削減 ― ― ― ―
SDSによる
適正使用・

管理に努める

SDSによる
適正使用・

管理に努める

5.地域貢献活動の推進 回 3 3 3 3 3

6.環境教育の推進 回 12 ― ― 12 12

期間内の製品総出荷量（想定値） t 3,492 (3,492) (3,492) (3,492) (3,492)

　　　・電気使用量、ガソリン、軽油、産業廃棄物の目標値は、製品出荷量あたりの原単位により設定しました。

　　　・購入電力の二酸化炭素排出係数は0.463kg-CO2／kWh（九州電力（株）2017年度調整後排出係数）を使用しました。

　　　・基準年の一般廃棄物は8月末より以前は計測していないため9月の廃棄量計測量を12倍にして設定しました。

　　　・化学物質使用量の削減は自社でのコントロールが難しいため、今後は化学物質の適正使用・管理を目的として活動する。

３．環境経営目標

備考）・2018年10月～2019年9月の値を基準に1年ごとに１％の削減を目指して目標を設定しております。
　

・環境経営方針を踏まえて、当社の事業活動から環境経営目標は以下の6項目15目標を設定しました。
・このうち、特に負荷削減目標については、総量目標に加えて製品出荷量当たりの原単位目標
␣（2項目5目標）を設定しています。
・負荷削減目標は、2018年度実績値に対して2022年度までに4%削減を目指しています。
・今期より環境教育の推進を環境経営目標として設定した。

中期目標

環境経営目標 単位
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担当者

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

溝上 1

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

グリーン購入

使用済み切手、書き損じはがきの回収・寄付

社内誌にエコアクションの進捗状況を掲載する。

経営計画発表会で環境問題についての課題・方針を発信
する。

節電を呼びかける張り紙を貼っておく。

エンジンブレーキの使用を心がける。

梱包材などは捨てずに再利用する。

両面コピーを徹底する。

使用できそうな残材は保管しておく。

加工ミスの無いようにする。

1ヶ月に1度安全会議・安全教育、社員勉強会を行う。

1ヶ月に1度他工場で会議を行う。

3.水使用量の削減 近藤

必要な時に必要な分だけ使い、水を出しっぱなしにしな
い。

節水を呼びかける張り紙を貼っておく。

5.地域貢献活動
の推進

(1)社内外清掃 植木

朝の15分間　社内の清掃活動。

工場内の使用物を整理整頓する。

(2)社会貢献の推進 溝上

改善活動を毎月する。

年に3回の除草作業

SDSによる化学物質の適正管理、使用に努める。

千々和

(2)ガソリン使用量
の削減

鮫島

6.環境教育
の推進

(1)環境経営の推進 溝上

4.化学物質の適正使用・管理

2.廃棄物
排出量の削減

(1)一般廃棄物(可燃
ゴミ)排出量の削減

溝上

(2)鉄スクラップ量
の削減(製品歩留ま
りの向上)

田丸

４．環境経営計画

・環境経営目標を達成するために担当者を決め、以下の活動項目について全社員で取り組みまし
た。

取組目標 具体的な取組

1.二酸化炭素
排出量の削減

エアコン設定温度を決め、実行する。

不要な照明の消灯。

長時間席を離れる場合にパソコンをスリープモードにす
る。

太陽光パネルの設置

エコドライブを徹底させる。

電気自動車の導入

(3)軽油使用量
の削減

藤田

急発進やふかしをせずに優しい運転を心がける。

リフトの使用を軽減する。

(1)電気使用量
の削減
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5－1．実施体制

全従業員
・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する。
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

代表者
(代表取締役：花田)

環境管理責任者
(営業部長：鮫島)

EA21事務局
(営業事務：溝上)

総務部門長
(営業事務：溝上)

工場部門長
(工場長：藤田)

構内下請部門長
(係長：福島、林田)

　　役割分担表

所　属

・環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画を部門全員に周知する。
・環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する。
・自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する。
・自部門に関連する法規制等を順守する。
・自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する。
・自部門の月１回の安全会議で環境の取り組みの情報の周知をする。

代表者

環境管理責任者

EA21委員会

５．環境経営計画に基づき実施した取組

EA21委員会
(本社全社員)

・今回構築した環境経営システムの運用に当たっては、現在の当社の組織体制を基本に、環境管理
責任者、EA21事務局、EA21委員会を配置し、特に、EA21委員会は本社社員全員が参加する実施体制
として取り組みました。

EA21事務局

部門長

役割・責任・権限

・代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ。
・環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する。
・経営計画発表時に環境管理責任者、EA21事務局員を任命する。
・環境経営の取り組みについて社内誌等によって周知する。
・環境への取組を実施するための資源（人・もの・金・情報）を準備する。
・EA21全体の取組状況に関し評価、見直しを年に4回(4半期毎）実施する。

・EA21ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築、実行し、環境実績を向上させる。
・毎年、環境経営目標、環境経営計画を作成する。
・3カ月に１回(4半期毎）、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況を確認・評価するため、
EA21委員会を開催する。
・上記の結果を代表者に報告する。

・3カ月に１回(4半期毎）開催し、環境経営目標及び環境経営計画の実施状況を審議(確認・評価）する。
・問題が発生した場合は、必要な是正処置を検討し、実施効果を確認する。

・環境管理責任者を補佐し、EA21文書及び記録類、基礎データの作成、維持、集計、管理を行う。
・社外からの環境情報の収集と伝達を行う。
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5－2．環境経営計画に基づき実施した取組

環境負荷を削減する取組

環境を良くする取組

1.エアコンや照明使用時の目がつく場所に節電を奨励する張り紙を貼って、節電の意識づけを
行っている。また、8月に太陽光パネルを設置して来期からは大幅な電気使用量の削減に期待で
きる。
2.裏紙を使用して紙の購入量を減らしている。それ以外にも残材を再利用して製品に使うなど
して産廃の排出を抑制している。
3.トイレ・手洗い場の使用時の目がつく場所に節水を奨励する張り紙を貼って、入出荷時に来
るドライバーの方にも協力してもらうようにしている。

4.今期は多くの塗料が入ったため管理は厳重に行って適切な使用を心がけ、SDSをいつでも見ら
れるよう工場に設置した。
5.6月に隣接した神社の草刈りを行った。また、11月に児童養護施設への寄付をし、絵画を贈答
された。
6.毎月発行している社内誌でSDGsへの理解を深めるため、社内誌で定期的にSDGsについての情
報を発信している。5月からはISO9001:品質マネジメントシステムの取得に向けて加工ミス等に
よる鋼材のロスが無いよう製品の検査をしている。

6.環境教育の推進5.地域貢献活動の推進4.化学物質使用量の削減

1.二酸化炭素排出量の削減 2.廃棄物排出量の削減 3.水使用量の削減

トイレの張り紙裏紙の使用エアコンの温度設定

太陽光パネルの設置 残材の再利用

SDSの管理 児童養護施設への寄付 ISO取得に伴う環境改善

SDGsに関する情報発信隣接した神社の草刈り塗料の管理
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目標 実績

1.二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 36,494 35,399 31,554 3,845 112.2% ○

(製品出荷量当たり) ㎏‐CO₂/t 10.45 10.14 6.64 3.50 152.7% ◎

(1)電気使用量の削減 kWh 38,434 37,281 35,462 1,819 105.1% ○

(製品出荷量当たり) kWh/t 11.01 10.68 7.46 3.22 143.1% ◎

(2)ガソリン使用量の削減 L 5,869 5,693 5,499 193 103.5% ○

(製品出荷量当たり) L/t 1.68 1.63 1.16 0.47 140.9% ◎

(3)軽油使用量の削減 L 1,324 1,284 1,012 272 126.9% ◎

(製品出荷量当たり) L/t 0.38 0.37 0.21 0.15 172.7% ◎

2.廃棄物排出量の削減

(1)一般廃棄物(可燃ゴミ)排出量の削減 kg 162.0 157.1 140.4 16.7 111.9% ○

(可燃ゴミ)

(2)鉄スクラップ量の削減
(製品歩留まりの向上)

t 61.4 59.5 47.6 11.9 125.0% ◎

(製品出荷量当たり) t/t 0.018 0.017 0.010 0.007 174.3% ◎

3.水使用量の削減 m³ 79.0 76.6 68.0 8.6 112.7% ○

4.化学物質の適正使用・管理 ㎏
SDSによる
適正使用・

管理に努める

SDSによる
適正使用・

管理に努める

SDSによる
適正使用・

管理に努めた
― ― ○

5.地域貢献活動の推進 回 3 3 3 ― 100.0% ○

6.環境教育の推進 回 12 12 12 ― 100.0% ○

期間内の製品総出荷量（想定値） t 3,492 (3,492) 4,753

　　　・目標達達成率の計算　　削減目標の場合：目標÷実績×100　増加目標の場合：実績÷目標×100

　　　・水使用量の削減のみ、2019年10月～2020年8月の数値で計算しております。

６．環境経営目標の達成状況と評価

・2021年度における目標達成状況は、以下のとおりです。
・目標設定した6項目15目標の全てを達成することができました。

2021年度
(2021年10月～2022年9月)

基準年
2018年度実績値
(2018年10月
～2019年9月)

単位環境経営目標 削減量
目標
達成率

達成状況
評価

備考）・達成状況評価区分　◎：120%≦目標達成率、◯：100%≦目標達成率＜120%、△：80%≦目標達成率＜100% 、
                          ×：目標達成率＜80% 、——：評価できない

-7-



1/4期 2/4期3/4期4/4期

エアコン設定温度を決め、実行する。 ○ ○ ○ ○

不要な照明の消灯。 ◎ ◎ ◎ ◎

長時間席を離れる際はパソコンをスリープモードにする。 ○ ○ ○ ○

節電を呼びかける張り紙を貼っておく。 ◎ ◎ ◎ ◎

エコドライブを徹底させる。 ○ ○ ○ ○

エンジンブレーキの使用を心がける。 ○ ○ ○ ○

急発進やふかしをせずに優しい運転を心がける。 ○ ○ ○ ○

リフトの使用を軽減する。 ○ ○ ○ ○

1/4期2/4期3/4期4/4期

梱包材などは捨てずに再利用する。 ○ ○ ○ ○

両面コピーを徹底する。 ◎ ◎ ◎ ◎

使用できそうな残材は保管しておく。 ◎ ◎ ◎ ◎

加工ミスの無いようにする。 ○ ○ ○ ○

1/4期2/4期3/4期4/4期

必要な時に必要な分使い、水を出したままにしない。 ◎ ◎ ◎ ◎

節水を呼びかける張り紙を貼っておく。 ◎ ◎ ◎ ◎

1/4期2/4期3/4期4/4期

(1)化学物質の
適正使用・管理

SDSによる化学物質の適正管理、使用に努める。 ― ◎ ― ―

1/4期2/4期3/4期4/4期

朝の15分間　社内の清掃活動 ◎ ◎ ◎ ◎

工場内の使用物を整理整頓する。 ○ ○ ○ ○

改善活動を毎月する。 ◎ ◎ ◎ ◎

グリーン購入 ◎ ◎ ◎ ◎

年に3回の除草作業 ― ― ◎ ◎

使用済み切手、書き損じはがきの回収・寄付 ◎ ― ― ◎

1/4期2/4期3/4期4/4期

社内誌にエコアクションの進捗状況を掲載する。 ◎ ◎ ― ―

経営計画発表会で環境問題の課題・方針を発信する。 ◎ ― ― ―

1ヶ月に1度安全会議・安全教育、社員勉強会を行う。 ◎ ◎ ◎ ◎

1ヶ月に1度他工場で会議を行う。 ◎ ◎ ◎ ◎

(1)社内外清掃

４.化学物質の適正使用・管理

具体的な取組
実施状況

1年間の評価

今期は数量が多
かったため、特に
厳重に管理した。

７．環境経営計画の取組結果とその評価

備考）実施状況判定区分：◎：よく実施できた（定着）○：実施できた　△：十分とは言えなかった　×：不十分であった　―：判定不可

環境に関する教育
を毎月取り組むこ
とができた。

(1)環境教育
の推進

６.環境教育の推進

具体的な取組
実施状況

1年間の評価

特に問題なく活動
を行えている。(2)社会貢献

の推進

５.地域貢献活動の推進

具体的な取組
実施状況

1年間の評価

今期は大幅な使用量
削減により良好な結
果となった。

(1)水使用量
の削減

3.水使用量の削減

具体的な取組
実施状況

1年間の評価

産業廃棄物排出量
はコントロールが
難しいため、今後
は総量の削減を目
指す。

具体的な取組
実施状況

1年間の評価

(1)一般廃棄物
(可燃ゴミ)

排出量の削減

(2)鉄スクラップ
量の削減(製品歩
留まりの向上)

2.廃棄物排出量の削減

(1)電気使用量
の削減

今期は大幅に削減
することができ、
電気使用量につい
ても太陽光パネル
の設置で来期から
はさらなる削減が
見込める。

(2)ガソリン
使用量の削減

(3)軽油使用量
の削減

・2021年度における環境への取組状況は、以下のとおりです。
・環境への取組はかなり意識づけができていると思います。

1.二酸化炭素排出量の削減

具体的な取組
実施状況

1年間の評価
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基準年 単年度目標

2018年度 2019年度
（1％削減）

2020年度
（2％削減）

2021年度
（3％削減）

2022年度
（4％削減）

2018年10月～
2019年9月

2019年10月～
2020年9月

2020年10月～
2021年8月

2021年10月～
2022年9月

2022年10月～
2023年9月

1.二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 36,494 36,129 35,764 35,399 35,034

(製品出荷量当たり) ㎏‐CO₂/t 10.45 10.35 10.24 10.14 10.03

(1)電気使用量の削減 kWh 38,434 38,050 37,665 37,281 36,897

(製品出荷量当たり) kWh/t 11.01 10.90 10.79 10.68 10.57

(2)ガソリン使用量の削減 L 5,869 5,810 5,751 5,693 5,634

(製品出荷量当たり) L/t 1.68 1.66 1.65 1.63 1.61

(3)軽油使用量の削減 L 1,324 1,311 1,298 1,284 1,271

(製品出荷量当たり) L/t 0.38 0.375 0.372 0.368 0.364

2.廃棄物排出量の削減

(1)一般廃棄物(可燃ゴミ)排出量の削減 kg 162.0 160.4 158.8 157.1 155.5

(可燃ゴミ)

(2)鉄スクラップ量の削減製品歩留まりの向
上)

t 61.4 ― ― 59.6 58.9

(製品出荷量当たり) t/t 0.018 ― ― 0.017 0.017

3.水使用量の削減 m³ 79.0 78.2 77.4 76.6 75.8

4.化学物質使用量の削減 ― ― ― ―
SDSによる
適正使用・

管理に努める

SDSによる
適正使用・

管理に努める

5.地域貢献活動の推進 回 3 3 3 3 3

6.環境教育の推進 回 12 ― ― 12 12

期間内の製品総出荷量（想定値） t 3,492 (3,492) (3,492) (3,492) (3,492)

８．次年度の取組

８－１．環境経営目標について

環境経営目標 単位

中期目標

・次年度の環境経営目標については、中長期計画で定めた目標値(2022年度)を適用し4％削
減を目指します。
・他工場では炭酸ガス等の使用記録や一般廃棄物の削減などを行っており環境への取組が
着実に浸透している。
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８－２．環境経営計画について

担当者

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

溝上 1

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

・次年度の環境経営計画については全工場で環境への取組を行うため、環境経営計画の中で取り
組める目標は他工場でも同様に環境への負荷削減に取り組む。

6.環境教育
の推進

(1)環境経営の推進 溝上

社内誌にエコアクションの進捗状況を掲載する。

経営計画発表会で環境問題についての課題・方針を発信する。

1ヶ月に1度安全会議・安全教育、社員勉強会を行う。

1ヶ月に1度他工場で会議を行う。

5.地域貢献活動
の推進

(1)社内外清掃 植木
朝の15分間　社内の清掃活動。

工場内の使用物を整理整頓する。

(2)社会貢献の推進 溝上

改善活動を毎月する。

グリーン購入

年に3回の除草作業

使用済み切手、書き損じはがきの回収・寄付

3.水使用量の削減 近藤
必要な時に必要な分だけ使い、水を出しっぱなしにしない。

節水を呼びかける張り紙を貼っておく。

4.化学物質の適正使用・管理 SDSによる化学物質の適正管理、使用に努める。

(3)軽油使用量
の削減

藤田
急発進やふかしをせずに優しい運転を心がける。

リフトの使用を軽減する。

2.廃棄物
排出量の削減

(1)一般廃棄物(可燃
ゴミ)排出量の削減

溝上
梱包材などは捨てずに再利用する。

両面コピーを徹底する。

(2)鉄スクラップ量
の削減(製品歩留ま
りの向上)

田丸
使用できそうな残材は保管しておく。

加工ミスの無いようにする。

取組目標 具体的な取組

1.二酸化炭素
排出量の削減

(1)電気使用量
の削減

千々和

エアコン設定温度を決め、実行する。

不要な照明の消灯。

長時間席を離れる場合にパソコンをスリープモードにする。

節電を呼びかける張り紙を貼っておく。

太陽光パネルの設置

(2)ガソリン使用量
の削減

鮫島

エコドライブを徹底させる。

エンジンブレーキの使用を心がける。

電気自動車の導入
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法3条 ○

 第6条の2,6 ○

法12条2項
則8条

○

○

 法12条3,7 ○

法8条

法9条

騒音規制法  第5条 ○

消防法
（危令は危険物の

規制に関する政令、
危則は危険物の規制

に関する規則）

 法17条の3,3 ○

フロン排出抑制法 第16条の1項 ○

グリーン購入法 法5条 ○

・当社の事業活動に関係する主な環境関連法規は以下のとおりで、違反はありませんでした。
・また、外部からの苦情等もありませんでした。

法令名称
（略称）

法令条項 判定

浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従わなければな
らない。

浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従わな
ければならない。

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

法12条の3

○

産業廃棄物が運搬されるまでの間は保管基準に従い保管する。
・囲いの設置、飛散防止対策・流出防止対策等を講じること
・見やすい場所に掲示板を設けること
（大きさ：６０ｃｍ×６０ｃｍ以上）
（表示：保管する廃棄物の種類、管理者氏名、連絡先）

業務用エアコンの簡易点検(3ヶ月に1回)

９．環境関連法規等の遵守状況

　備考）　遵守判定区分　○：遵守　×：不遵守　　——：該当なし

要求事項と内容

(事業者の責務)事業者は、生じた廃棄物を自らの責任において適
正に処理しなければならない。

事業者は、一般廃棄物処理計画に従ってその一般廃棄物の運搬又
は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処
分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二
項に規定する一般廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者
に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その
他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、規定する
産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に、委託しなけれ
ばならない。

中間処理を終了した後、10日以内に送付しなければならない。

廃棄物の種類ごと、運搬先ごと廃棄物の種類、荷姿、最終処分先

管理票写しの保管:5年間保存。

管理票交付者は都道府県知事あてに6月30日までにその年の3月31
日以前の1年間において交付した管理表交付状況の報告書を提出す
る。

 工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

第十七条第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物におけ
る消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定め
るとろにより定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものに
あっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定
める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点
検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならな
い。

物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場
合には、できる限り環境物品等を選択するよう努める。

浄化槽法 ○
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環境経営目標
環境経営目標
の達成状況

環境経営計画
の実施状況

コメント

 1.二酸化炭素排出量の削減 ○ ◎
全項目の活動で削減に取り組み、良好
な結果となった。

　(1)電気使用量の削減 ○ ◎
来期からは太陽光パネルの設置により
大幅な削減が期待できる。

　(2)ガソリン使用量の削減 ○ ○ 今後も活動を行っていく。

　(3)軽油使用量の削減 ◎ ○
前年度から大幅な削減をすることがで
きた。

 2.廃棄物排出量の削減

　(1)一般廃棄物(可燃ゴミ)排出量の削減 ○ ◎
例年通りに活動して目標を達成するこ
とがっできた。

　(2)鉄スクラップ量の削減(製品歩留ま
りの向上)

◎ ○
今期から有価で取引される金属のみを
対象に活動を行っていく。

 3.水使用量の削減 ○ ◎ 今後も活動を行っていく。

 4.化学物質の適正使用・管理 ○ ◎
今期は数量が多かったため特に厳重に
管理した。

 5.地域貢献活動の推進 ○ ◎
時間の空いた際に活動を行うようにし
ている。

 6.環境教育の推進 ○ ○ 環境に関する教育を毎月行っている。

環境関連法規等の遵守状況のチェック結果

外部からの苦情等の受付結果

前回の代表者の指示事項とその取組結果

その他（前回の審査での指摘事項の
改善結果、その他改善への提案）

環境経営システムが有効に機能しているか

環境への取組は適切に実施されているか

１０．代表者による全体評価と見直しの結果

・2021年度の運用結果に対して、2022年11月14日に代表者による全体の評価と現計画の見直しを行いました。
・現在は本社以外でも環境に関する取組を行っており、今後も更なる環境経営システムの浸透を目指します。
・来期は構内下請部門にも環境経営システムの拡大を行い、会社全体による環境経営の取組で地域に根差した安
全・安心な会社作りを目指していきます。

なし

指摘事項の改善を行った。

　備考）・達成状況判定区分　◎：120%≦目標達成率、◯：100%≦目標達成率＜120%、△：80%≦目標達成率＜100% 、×：目標達成率＜80% 、—：判定不可

記録その２：評価及び変更の必要性と指示（代表者）

記録その１：評価及び見直しに必要な情報（環境管理責任者）

環境経営目標の達成状況と
環境経営計画の実施状況

法令違反はなかった。

なし

　　　　・実施状況判定区分：◎：よく実施できた（定着）○：実施できた　△：十分とは言えなかった　×：不十分であった　―：判定不可

その他の環境経営システムの要素
変更の必要性（○無　●有）

● 取組の対象組織・活動の明確化
○ 環境負荷の把握・評価
○ 環境関連法規等の取りまとめ
○ 教育・訓練の実施
○ 環境コミュニケーションの実施
○ 実施及び運用
○ 緊急事態への準備及び対応
○ 環境文書及び記録の作成・管理
○ 取組状況の確認及び評価

[変更の必要性がある場合は有に●を付けて、その指示事項を記載する］

・来期より全工場を対象範囲とし、活動を行っていく。

全社員で目標を設定し、環境への取組を行っている。

毎月会議で目標の達成状況を話し合い、取組の効果が出ているか確認している。

環境経営方針
変更の必要性（●無　○有）

[変更の必要性がある場合は有に●を付けて、その指示事項を記載する」

なし

環境経営目標・環境経営計画・実施体制
変更の必要性（●無　○有）

[変更の必要性がある場合は有に●を付けて、その指示事項を記載する」

なし
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